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２ 条例（化学物質適正管理）の概要 

（１）化学物質適正管理指針（第６７条） 

 知事は、化学物質を業として取り扱う事業者が化学物質を適正に管理するために講

ずべき指針（化学物質適正管理指針）を定める。 

（２）特定化学物質の取扱量の把握・届出（第６８条） 

   特定化学物質の年間取扱量が１トン以上（特定第一種指定化学物質の場合は０．５

トン）で、かつ、全事業所の従業員数が２１人以上の事業者（特定化学物質等取扱事

業者）は、化学物質の取扱量を把握し、その把握した取扱量を毎年度、知事へ届け出

なければならない。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定化学物質等管理書の作成・提出（第６９条） 

   特定化学物質等取扱事業者のうち、１事業所において従業員数が２１人以上の事業

者（特定事業者）は、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した

特定化学物質等管理書を作成し、知事へ提出しなければならない。 

（４）事故時の措置（第７０条） 

   特定事業者は、施設の破損等の事故が発生し、特定化学物質が大気中若しくは公共

用水域に排出され、又は地下に浸透したことによって、人の健康・生活環境に被害が

生じ、又は生じるおそれがある場合には、直ちに排出防止等の応急措置を講じ、事故

の状況を知事に通報するとともに、速やかに応急措置の概要等について知事へ届け出

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

特定化学物質とは 
 化管法の第一種指定化学物質と同じ５１５物質※をいう。 

人に対する発がん性があると評価された特定第一種 
指定化学物質２３物質を含む。 

特定化学物質等とは 
特定化学物質及び特定化学物質を１％以上含有する製品 
（特定第一種指定化学物質の場合は０．１％以上含有する製品） 

※「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を

改正する政令」が令和５年４月１日に施行され、化管法の第一種指定化学物質が見直されたことに

伴い、条例の特定化学物質も見直し後の物質が対象になりました。 
○ 見直し後の物質による、事故時の措置及び管理書作成提出は令和５年４月１日から。 
○ 見直し後の物質による、取扱量の把握は令和５年４月１日から、取扱量の届出は令和６

年４月１日から。 
○ 令和４年度実績（令和５年度届出分）までは、見直し前の４６２物質が対象。 
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（５）対象事業所 

   条例と化管法に基づく事業者の届出等について、対象事業所の違いに着目して図示

すると次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

条例 化管法 

化学物質適

正管理指針 

取扱量の把

握・届出 

管理書の提出 

事故時の応急

措置・通報、届

出 

化学物質を取り

扱う一般の事業

所 

規模の大

きい事業

所（従業

員２１人

以上の事

業所）特

定事業所 

特定化学物

質を取り扱

う一定要件

の事業所（特

定化学物質

等取扱事業

所） 

第一種指定化学

物質又は第二種

指定化学物質を

取り扱う事業所 

 

化学物質適

正管理指針 

一定要件の事

業者が設置し

ている第一種

指定化学物質

を一定量以上

取り扱うか又

は特別要件施

設を有する事

業所 

（第一種指定

化学物質等取

扱事業者が有

する事業所） 

情報提供 

排出量等の 
把握・届出 

うち特別要

件施設のみ

を有する事

業所 

（把握施行 H16.4.1） 

（届出施行 H17.4.1） 

３万円以下の過料 

（施行 H17.4.1） 

３万円以下の過料 

（施行 H15.10.1） 

応急措置不履行

に対して出され

た措置命令違反  

６月以下の懲役

又は３０万円以

下の罰金 

（施行 H13.4.1） 

２０万円以下の過

料 

（施行 H13.1.1） 

情 報 の 提 供 に 関

し、求められた報

告をせず、又は虚

偽の報告をした場

合 

２０万円以下の過

料 

（施行 H12.3.30） (施行 H15.10.1） 

ＭＳＤＳからＳＤＳへ 
国内では、平成２３年度までは化学品の性状、取扱方法及び危険有害性などの

情報提供に使用される文書は、一般的に「ＭＳＤＳ：Material Safety Data Sheet

（化学物質等安全データシート）」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、

「ＧＨＳ：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling 

of Chemicals（化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）」で定義されて

いる「ＳＤＳ：Safety Data Sheet（安全データシート）」」に統一されました。 

ＪＩＳ Ｚ 7253 において、ＳＤＳ作成についての手引きが記載されています。 

第一種指定化学物質：５１５物質 

第二種指定化学物質：１３４物質 

（令和５年４月1日に対象物質が改正されました） 
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（６）条例と化管法の届出対象等判定 

               判定フロー図 

  

対象化学物質

を年間１（特

定第一種の場

合０．５）ト

ン以上製造

（副生成物も

含む。）して

いますか？ 

化管法の排出量等の届出 
条例の取扱量の届出 
条例の管理書の提出 
条例の事故時の応急措置・通報、届出 

化管法の排出量等の届出 

条例の取扱量の届出 

化管法の排出量等の届出 

 
届出不要 

特定事業所 

YES 

YES 
YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

NO 

NO 

YES 

以下個々の事業所ごとに判断 

事業者全体で判断 

特定化学物質等取扱事業所 

資材等（製品）に含まれる対象

物質は１（特定第一種の場合

は０．１）％以上含まれていま

すか？ 

資材等（製品）が形状の要件（９

ページ参照）を満たしています

か？ 

化管法の特別

要件施設が 
ありますか？ 

対象業種に該当する事業

（７、８ページ参照）を営

んでいますか？ 

事業者（全事業所）の常時

使用する従業員数が２１

人以上ですか？ 

その対象物質の年間取扱量の

合計は１（特定第一種の場合

０．５）トン以上ですか？ 

事業所の常時使用する従業員

数が２１人以上ですか？ 
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                対 象 業 種 

番号 業種名 産業分類番号 

１ 金属鉱業 0500 

２ 原油・天然ガス鉱業 0700 

３ 

 

製造業  

食料品製造業 1200 

飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。） 1300 

 酒類製造業 1320 

 たばこ製造業 1350 

繊維工業 1400 

衣服・その他の繊維製品製造業 1500 

木材・木製品製造業（家具を除く。） 1600 

家具・装備品製造業 1700 

パルプ・紙・紙加工品製造業 1800 

出版・印刷・同関連産業 1900 

化学工業（以下を除く。） 2000 

 塩製造業 2025 

 医薬品製造業 2060 

 農薬製造業 2092 

石油製品・石炭製品製造業 2100 

プラスチック製品製造業 2200 

ゴム製品製造業 2300 

なめし革・同製品・毛皮製造業 2400 

窯業・土石製品製造業 2500 

鉄鋼業 2600 

非鉄金属製造業 2700 

金属製品製造業 2800 

一般機械器具製造業 2900 

電気機械器具製造業（以下を除く。） 3000 

 電子応用装置製造業 3060 

 電気計測器製造業 3070 

輸送用機械器具製造業（以下を除く。） 3100 

 鉄道車両・同部品製造業 3120 

 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 3140 

精密機械器具製造業（以下を除く。） 3200 

 医療用機械器具・医療用品製造業 3230 

武器製造業 3300 

その他の製造業 3400 
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番号 業種名 産業分類番号 

４ 電気業 3500 

５ ガス業 3600 

６ 熱供給業 3700 

７ 下水道業 3830 

８ 鉄道業 3900 

９ 倉庫業（農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体

若しくは液体を貯蔵するものに限る。） 
4400 

１０ 石油卸売業 5132 

１１ 鉄スクラップ卸売業（自動車用エアコンディショナーに封

入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自

動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。） 

5142 

１２ 自動車卸売業（自動車用エアコンディショナーに封入され

た物質を回収するものに限る。） 
5220 

１３ 燃料小売業 5930 

１４ 洗濯業 7210 

１５ 写真業 7430 

１６ 自動車整備業 7700 

１７ 機械修理業 7810 

１８ 商品検査業 8620 

１９ 計量証明業（一般計量証明業を除く。） 8630 

２０ 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） 8716 

２１ 産業廃棄物処分業 8722 

特別管理産業廃棄物処分業 8724 

２２ 医療業 8800 

２３ 高等教育機関（付属設備を含み、人文科学のみに係るもの

を除く。） 
9140 

２４ 自然科学研究所 9210 

    

※ 対象業種は化管法の届出対象業種と同じであり、この産業分類番号を使用します。 

※ 「その他の製造業」については、ＰＲＴＲ排出量等算定マニュアル（経済産業省・環

境省）を参考にして判定します。 

※ 公務は、その行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記

の対象業種に該当するかを判定します。 

※ ２２医療業は、平成２１年１０月１日から追加されました。 
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            資材等（製品）の形状の要件 

 

  
把握が必要な原材料、資材等（製品）の判定 

対象物質が密閉された状

態で取り扱われるか 

主として一般消費者の生

活用の製品か 

  把握対象の製品 
化学薬品、ガソリン、染料、塗料、高圧ガス、溶剤、接着剤、洗浄剤、メッ

キ液、アスベストの板、インゴット、原油、石炭等 

廃棄物（移動量で把握） 

把握対象外（再生資源） 
空き缶、廃油、金属くず等 

把握対象外（固体であって、粉状、

粒状にならないもの） 
タンク、組立部品、管板、フィルム、

布、糸、紙等 

把握対象外（密閉品） 
乾電池、バッテリー、コンデンサー、

冷蔵庫中の冷媒 

把握対象外（生活用品） 
殺虫剤、防虫剤、洗剤等 

天然物のままか（工業的プ

ロセスを経ていないか） 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

ア 気体又は液体のもの（溶剤、接着剤、塗料、冷媒など） 
イ 固体のもので固有の形状を有しないもの（粉末の添加

剤、粉末の試薬、反応触媒など） 
ウ 固体のうち固有の形状を有するもので、取扱過程で溶

融、蒸発又は溶解するもの（めっきの金属電極、インゴッ

ト、樹脂ペレット、ハンダなど） 
エ 精製や切断等の加工に伴い環境中に排出されるもの（石

綿製品、切削工具等の部品など） 

対象となる形状 

 把握対象外（天然物） 
採取されたままの未精製の鉱物等 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

○ 

事業者による取扱いの過程にお

いて固体以外の状態にならず、か

つ、粉状又は粒状にならないか 

再生資源か 

廃棄物か 


